
 

調 査 の 概 要 

１ 調査の目的 

本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果

測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２  調査の範囲及び対象 

  (1) 地域 全国 

  (2) 産業 日本標準産業分類に基づく 16 大産業〔鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製

造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、

金融業，保険業、不動産業，物品賃貸業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，

飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業〈家事サービス業を除く。〉、教育，学習

支援業、医療，福祉、複合サービス事業、サービス業（他に分類されないもの）〈外国公

務を除く。〉〕 

  (3) 調査対象 企業調査については、上記(2)に掲げる産業に属する常用労働者 10 人以上

を雇用している民営企業のうちから産業・規模別に層化して抽出した企業、事業所調査

については、上記(2)に掲げる産業に属する常用労働者５人以上を雇用している民営事

業所のうちから産業・規模別に層化して抽出した事業所 

 

３ 調査対象数、有効回答数及び有効回答率 

  (1) 企業調査 調査対象数 6,000 企業 有効回答数 3,034 企業 有効回答率 50.6％ 

  (2) 事業所調査 調査対象数6,300事業所 有効回答数3,495事業所 有効回答率55.5％ 

 

４ 調査事項 

  主な調査事項は、次のとおり。 

[1]企業調査 

(1) 職種別正社員・正職員の状況 

（2）正社員・正職員の採用状況 

(3) 管理職等について 

(4) 不妊治療と仕事の両立支援制度について 

(5) ハラスメント防止対策等について 

[2]事業所調査 

(1) 育児休業（産後パパ育休を含む。）制度 

(2) 働きながら子の養育を行う労働者に対する援助の措置に関する事項 

(3) 多様な正社員制度に関する事項 

 

 

５ 調査の時期 

  原則として、令和５年 10 月１日現在の状況について、令和５年 10月１日から 10月 31

日までの間に行った。 

 

 

６ 調査の方法 

  厚生労働省雇用環境・均等局から報告者に対して、郵送により調査票を配布し、郵送・

オンラインにより回収する方法 



 

 

７ 調査組織 

厚生労働省雇用環境・均等局 －民間事業者 －報告者 

 

８ 用語の説明 

  (1) 常用労働者 

      以下の①～④のいずれかに該当する者をいう。 

      ① 期間を定めずに、又は１か月以上の期間を定めて雇用されている者。 

      ② 取締役、理事などの役員のうちで常時勤務して、一般労働者（常用労働者のう

ちパート、アルバイト、嘱託労働者等以外の正規労働者）と同じ給与規則又は同

じ基準で毎月給与の支払いを受けている者。 

      ③ 事業主の家族であって、その事業所に常時勤務して給与の支払いを受けている

者。 

       ④ 上記①～②の条件に該当する、他企業からの出向者（在籍出向、移籍出向を問

わない。また、この調査では他企業への出向者は在籍出向、移籍出向を問わず除

く。）。 

  (2) 正社員・正職員 

    常用労働者のうち、調査対象企業において「正社員・正職員」とする者。 

  (3) 総合職 

    基幹的な業務や総合的な判断を行う業務に属し、勤務地の制限がない職種。 

  (4) 限定総合職 

準総合職、専門職など基幹的な業務や総合的な判断を行う業務に属し、転居を伴う

転勤がない又は一定地域内や一定職種内でのみ異動がある職種。 

  (5) 一般職 

「総合職」「限定総合職」と比して基幹的な業務や総合的な判断を行う業務が少ない

職種。 

  (6) 有期契約労働者 

３か月、１年など期間を定めた契約で雇用した労働者（日々雇われている者及び他

企業からの出向者を除く。）をいう。 

  (7) 管理職等 

企業の組織系列の各部署において、部長、課長、係長等配下の係員等を指揮・監督す

る役職のほか、専任職、スタッフ管理職等と呼ばれている役職を含む。 

  (8) 出産者 

令和３年 10 月１日から令和４年９月 30日までの１年間に出産（妊娠 12 週を超える

分娩をいい、死産も含む。）した者をいう。 

   (9) 育児休業者 

(8)の出産者及び配偶者が出産した者のうち、令和５年 10 月１日までの間に育児休

業（産後パパ育休を含む。）を開始した者（育児休業開始予定の申出をしている者を

含む。）をいう。 

 

 



 

９ 利用上の注意 

(1) この調査は、ある集団の中から一部の調査対象を選び出して調べ、その情報を基に元

の集団全体の状態を推計する標本調査である。 

(2) 構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 と   

はならない。 

(3) 統計表中、「0.0」、「0.00」は集計した数値が表章単位に満たないものである。 

(4) 統計表中、左横に「＊」を付した数値は、構成比の分母となるサンプル数が少な   

い（事業所数では２以下、労働者数では９以下）ため、結果の利用には注意を要する。 

(5) 統計表中、該当する数値が存在しない場合、「－」で表示した。 

(6) 調査対象産業のうち、生活関連サービス業,娯楽業は家事サービス業を、サービス業

（他に分類されないもの）は、外国公務を除く。 

(7) 企業調査については平成 21 年度より常用雇用者数 10 人以上の企業を対象としてお

り、統計表は総数、企業規模以外の集計値については常用雇用者数 10 人以上の集計と

なっている。    

(8) 東日本大震災への対応 

 [1] 平成 23 年度調査は、被災３県（岩手県、宮城県及び福島県）を除く全国の結果で 

ある。 

 [2] 平成 24 年度調査は、原子力災害対策特別措置法に基づき警戒区域、計画的避難区

域を設定された市町村及び緊急時避難準備区域を設定後解除された市町村（※）から

抽出された企業及び事業所を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同

一の産業・規模に属する企業及び事業所を再抽出し代替（調査対象）とした。 

※ 福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、

双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村 

 [3] 平成 25 年度調査は、原子力災害対策特別措置法に基づき計画的避難区域、避難指

示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域を設定された市町村（※）から抽出

された企業及び事業所を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の

産業・規模に属する企業及び事業所を再抽出し代替（調査対象）とした。 

※ 福島県田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、

浪江町、葛尾村及び飯舘村 

 [4] 平成 26 年度及び平成 27 年度調査は、原子力災害対策特別措置法に基づき避難指示

解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域を設定された市町村（※）から抽出さ

れた企業及び事業所を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の産

業・規模に属する企業及び事業所を再抽出し代替（調査対象）とした。 

※ 福島県南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村及び飯舘村 

 [5] 平成 28 年度調査は、原子力災害対策特別措置法に基づき避難指示解除準備区域、

居住制限区域及び帰還困難区域を設定された市町村（※）から抽出された企業及び事

業所を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の産業・規模に属す

る企業及び事業所を再抽出し代替（調査対象）とした。 

※ 福島県南相馬市、川俣町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘

村 


